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Peer 2 Peer 経済活動のプラットフォーム提案
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あらまし  デジタル基盤の進展は経済活動に大きな変化をもたらした．企業が持っていたと同等のデジタル基盤を個人が持つ

ことにより企業と対等に個人が経済活動を行うことが可能となった．経済活動は，企業起点から個人起点に変化しつつある．個

人事業主による経済活動への参加やシェアリングエコノミーによる個人の経済活動への参加が増大している．これは，経済活動

が，従来の企業対個人の経済活動から，個人(Peer)と個人(Peer)の経済活動に移ってきているといえる．ただしこの Peer は必ず

しも個人ではなく，企業の中の特定の担当者や個人事業主も含むため，個人対個人との表現ではなく Peer 2 Peer と表現すること

にする．このような経済活動では，個人事業主や個人の事業参加者等の peer の認証や，これらの活動を支えるためのプラット

フォームが重要になる．
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Abstract Advances in digital infrastructure have brought about major changes in economic activity. Individuals can carry 
out economic activities equivalent to companies by the same digital-based individuals as the company. Economic activity has 
changed from corporate origin to individual origin. Participation in individual economic activities by participating in individual 
economic activities and economic sharing is increasing. It can be said that economic activity has shifted from individual 
economic activities of traditional companies to individual economic activities of individuals (peers) and individuals (peers). 
However, because it is not necessarily an individual, it is expressed as a second peer, not an expression with individuals or 
individuals, because it includes a specific manager and a company's individual business owner. For such economic activity, it is 
important to certify peers by individual business owners and individual business participants. In the paper, we propose a 
platform to support these activities.
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1. はじめに

デジタル基盤の進展は経済活動に大きな変化をも

たらした．企業が持っていたと同等のデジタル基盤を

個人が持つことにより企業と対等に個人が経済活動を

行うことが可能となった．B to C 経済でも，生活者が

ビジネスの起点となる Me2B(私：Me)のための新しい

ビジネス )として個人が強く意識されるようになって

ききている．

このようにして，経済活動は，企業起点から個人起

点に変化しつつある．個人事業主による経済活動への

参加やシェアリングエコノミーによる個人の経済活動

への参加が増大している．

経済活動が，従来の企業対個人の経済活動から，個

人 (Peer)と個人 (Peer)の経済活動に移ってきていると

いえる．ただし，この Peer は必ずしも個人ではなく，

企業の中の特定の担当者や個人事業主も含むため，個

人対個人との表現ではなく Pea 2 Peer と表現すること

にする．
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このような経済活動では，以前にもまして，CGM や

ソーシャルメデアを通じた利用者の評価が重要となる

一方，個人事業主や個人の事業参加者等の peer の認証

が重要になる．論文では，これらの活動を支えるため

のプラットフォームについて提案する．

2. Peer 2 Peer 経済活動

従来の経済活動から Peer 2 Peer 経済活動への移行を

図 1 に示す．

図の左半分は，従来の経済活動を示している．ここ

での取引は，B(企業 )と B(企業 )の取引と，C(個人 )と
B(企業 )の取引であった．これが，図の右半分に示すよ

うに，C から B の特定サービスのアクセスや，C から

C の特定サービスのアクセス，B から C の特定サービ

スのアクセスに移行している．ここではいずれもマッ

チングサービスが大きな役割を果たす．次に具体的事

例を考察する．

図 1 Peer 2 Peer 経済への移行

(1)B to C の経済の Peer 2 Peer 化
B to C における企業サービスが、企業内個人と顧客

間サービスに変貌する．具体的には，Uber で代表され

るタクシー配車では，顧客の意向とドライバーのマッ

チングにより配車が決定される．同様，運送トラック

と利用者のマッチングを行う PickGo も同様のビジネ

スである．また，介護，家事代行などサービスも事業

者の一方的な決定ではなく，顧客の希望と個別のサー

図 2  B to C サービスの Peer 2 Peer 化

ビス提供者のマッチングにより決定されることとなる．

これを図 2 に示す．また，図 3 はこの一つの事例とし

て配車アプリ Uber でのマッチングの事例を示したも

のである．

図 3 B to C の Peer 2 Peer 事例 (uber)
(2) シェアリングエコノミーによる Peer 2 Peer 経済

シェアリングエコノミーとは，場所・乗り物・モノ・

ヒト・お金などの遊休資産を対像としてインターネッ

ト上のプラットフォームを利用して個人間で貸借や売

買，交換を実施する新しい経済 (シェアリングエコノミ

ー協会 )である．

一方，企業が物のレンタル等を行うのもシェアリン

グエコノミーと呼ばれることがあるが，所有から利用

の動きとしての B to C に分類されるものである．これ

は，シェアリングビジネスと呼ばれるのが，適切と考

えられる．このシェアリングエコノミーによる Peer 2 
Peer 経済を図 4 に示す．

図 4 シェアリングエコノミーによる Peer 2 Peer 経済

表 1 シェアリングエコノミーの分類と事例



11

また，シェアリングエコノミーは，物のシェア，空

間のシェア，移動のシェア，スキルのシェア，お金の

シェアに分類される (シェアリングエコノミー協会 )．
この分類に従った事例を表 1 に示す．

(3) B to B の経済の Peer 2 Peer 化
企業と企業の取引が，個人と企業の取引に変化する

ことである．この場合は，正確には，Peer 2 Peer では

ないが，個人がサービスを提供していることは共通で

ある．これを図 5 に示す．

図 5 B to B サービスの Peer 2 Peer 化
これらの事例としては，クラウドソーシングでの個

人の直接の仕事契約がある．クラウドワークス，ラン

サーズ，サグーワークス，ビズシークなど多数のサー

ビス事例がある．

また，中国トラック業界は，配送荷物を依頼する企

業とトラック運転手の直接取引であり，運転手はネツ

ト上より配送すべき荷物を探して請け負っている．こ

のマッチングサービスを提供している企業では，運満

満，福佑卡車，藍犀牛，雲鳥配送，貨拉拉などの企業

がある，これを図 6 に示す

図 6 中国トラック業界のマッチングサービス

(4) 金融サービスの Peer 2 Peer 化
銀行が主導権を握っていた金融ビジネスが Peer 2 

Peer 化しつつある．これには，次のものがある．

・仮想通貨による個人間送金

世の中には，仮想通貨として，ビットコイン (BTC)，
ビットコインキャッシュ (BCH)，イーサリアム (ETH)，
リップル (XRP)，ネム (NEM)など全世界で 1000 種類以

上のものが存在する．これらのもの送金は，金融機関

を経由すること無く Peer 2 Peer で可能である．

・ ICO(Initial Coin Offering)による資金調達

企業が仮想通貨を発行することにより資金調達す

るものであり，銀行主導の資金調達から，個人ベース

の資金調達への変化である．

・電子マネによる個人間送金

LinePay，Paymo，Kyash，Yahoo!ウォレット等は，個

人間の送金が可能である．

・その他の個人間送金サービス

「Transfer Wise」は，利用者同士の海外送金ニーズ

を仲介することにより国内送金扱で手数料削減するサ

ービスである．また，「CoinPip」では利用者は通常ど

おり支払し，ビットコインに変換されて相手に届くサ

ービスである．

3. プラットフォームに要求される機能

ここでは，Peer 2 Peer 経済活動におけるプラットフ

ォームについて考察する．シェアリングエコノミーの

国際基準である SO_WA 27_2017 では，図 7 に示すよう

にプレイャーを規程している．

図 7 SO_WA 27_2017 でのプレイヤー

我々は，これを参考にして図 8 に示すプラットフォ

ームを前提に議論を行う．ここで求められる機能を一

覧にしたものが表 2 である．
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図 8 議論の前提とするプラットフォーム

(1)B2C
B2C ではサービス提供者が企業に属することから企

業よりしかるべき認証がされていると考える．

また，利用者の認証は，プラットフォームへの登録

によりなされる．サービスの評価は重要な要素である．

一方，利用者の評価は特定の問題利用者の識別程度

の範囲で必要である．マッチングは，重要な機能とな

る．

(2)C2C
C2C では，サービスの提供者もサービスの利用者も

個人である．このことよりシェアリングリグエコノミ

ー協会もプラトフォーム提供者の認証条件として様々

な要件を課している．利用するプラットフォームがエ

クスクローサービスを提供することを前提とすると，

通常のサービスは，プラットフォームへの登録で良い

が，下記の場合は強い認証が必要となる．

・スキルのシェア等で，乳幼児や子供を対象としたサ

ービスの場合，トラブル防止のために提供者の強い認

証が求められる．

・お金のシェアであるクラウドファンデングは，サー

ビスの提供者すなわち，お金を集める人の認証は強い

認証が必要である．

表 2 プラットフォームに要求される機能

サービスの評価は重要であるり，利用者の評価は，空

間や移動のシェアで必要である．これは利用者による

空間 (部屋 )や移動 (車 )等に何らかの損傷を起こさせる

ような利用者かどうかの判別のためである．

また，支払いに関してエスクローサービスが求めら

れる．これにより取引が問題なく完了したこと双方が

認識した時に対価が支払らわれる仕組みである．また，

当然，マッチングは重要な機能となる．

(3)C2B
C2B では，サービス提供者は個人であり，個人の認

証は，プラットフォームへの登録によりなされる．サ

ービス利用者は，企業であることから，しかるべき認

証がされていると考える．サービスの評価は重要に要

素である．一方，利用者 (企業 )の評価は，特に必要な

いと考える．また，エクスクローサービスは不要であ

るが，当然，マッチングは重要な機能となる．

(4)金融

金融に関しては，ICO に対してのみ、利用者 (資金調

達をする企業 )の強い認証が必要である．それ以外の提

供者や利用者の認証は，プラットフォームへの登録で

良い．

4. プラットフォームの提案

上記までの議論を踏まえて提案するプラットフォ

ームは下記のものである．

(1)Peer 認証共通プラットフォーム

ここでは，提供者の認証と利用者の認証を行う．提

供者の認証は，プラットフォームへの登録程度のもの

と，確実な個人認証レベルのものを分別する．

利用者の認証は，ほとんどのものは，プラットフォ

ームへの登録程度であるが， ICO などの場合は確実な

認証を行う．

Peer 認証共通プラットフォームは，共通のものとし

て，提供者や利用者の登録の便宜性を図る．

(2)サービス /利用者の評価

これは，Peer 2 Peer 経済に取って重要なプラットフ

ォームとなる．このためにこれを専門に行う格付業者

が多数育成されることが望ましい．

(3)エスクローサービス

代金の受け渡しを仲介するサービスとして存在す

る．これも複数の業者を前提とする．

(4)マッチングサービス

マッチング機能は，ビシネス要件により機能が大き

く変わるため，要件の種別毎にマッチングサービス提

供者が存在することとなる．

以上を図 9 に示す．Peer 2 Peer のビジネスを立ち上

げる場合，その事業者のプラットフォームを構築し，
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Peer 認証共通プラットフォーム，エクスクローサービ

ス，マッチングサービス，サービス /利用者評価のそれ

ぞれサービスを API で呼び出し利用することとなる．

これにより，スタートアップ企業は容易に Peer 2 
Peer のビジネスを立ち上けることが可能となる．

図 9 プラットフォームの提案

5. まとめと今後の課題

Peer 2 Peer 経済のためのプラットフォームの提案を

行った．このプラットフォームの利点は下記のもので

ある．

・多数のサービスに対して個人の情報を登録する必要

がなくなる．

・エスクローサービス，マッチングサービス，サービ

ス /利用者の評価とサービスが専門化されるため効率

化とサービスの拡充が期待される．

今回の提案は，基本的な考え方を示したものであり，

収益構造も含め詳細な設計を今後行って行く必要があ

る．
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